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本書について
　本書は、関東運輸局において令和３年度から令和７年度までに行われた自動車検査員教習試験の内容をジャンル
別にまとめたものです。ジャンルは大きく次の４つに区分してあります。

第１章　車両法（10 区分）

第２章　保安基準（８区分）

第３章　計算問題（過去５年分／ 10 回）

第４章　年度別試験問題（過去５年分／ 10 回）

　第１章と第２章については、過去の試験問題を更に細かく分類し、各項目ごとに「過去出題例」を先に掲載し、
その後に問題の法的根拠となる「関係法令」を掲載しています。
　過去の試験問題の出題パターンは次の３つに分類できます。

①○×式…設問が適切な場合は○、不適切な場合は×を記入する

②選択式…問題文の空白部分に当てはまる適切な字句を選択肢から選んで記号を記入する

③記述式…問題文の空白部分に当てはまる適切な字句または数値を記入する

　①の○×式はそのまま、②及び③の穴埋め問題については全て記述式としました。
　なお、令和４年度より、記述式問題は出題されていません（○×式もしくは選択式のみ）が、実力を養成できる
よう本書では穴埋め問題はすべて記述式としています。
　各問題文の最後には試験年度を記載してあります。［7.1］であれば、令和７年度第１回の試験問題であることを
示します。［5.2/4.1］の場合は、令和５年度第２回と令和４年度第１回に同じ問題が出題されていることを示します。
　［5.1 改］など「改」と記載があるものは、試験実施後に法改正等があった部分について、改正後の法令に合う
ように問題文を書き換えていることを示します。
　関係法令については、原文のまま掲載すると分量が相当多くなるほか、そのままでは理解しにくいため、編集部
で一部、手を加えている部分もあります。また、保安基準については、「細目告示」と「審査規程」の２つの法令
がありますが、本書では「審査規程」を収録しています。なお、本書は令和８年３月時点の法令を基準としています。
　第３章の「計算問題」は、ブレーキ制動力の過去問題及び計算式と正解を、第４章の「年度別試験問題」は、令
和７年から過去５年分（10 回分）の過去出題をそのまま掲載しています。
　「別冊解答」には正解と、問題の法的根拠となっている法令名及び条項を記載しています（計算問題ついては第
３章に掲載しているため省略）。
　保安基準・審査規程は、自動車の製作年月により適用規定が異なるなど、わかりにくい部分が多々あります。
本書に併せて公論出版発行の「自動車検査ハンドブック令和８年版」もしくは「自動車検査ハンドブックワ

イド令和８年版」（いずれも定価2,310円）、審査事務規程の原文については「保安基準と審査事務規程〔原文〕
令和８年版」（定価3,000円）をご活用下さい。

　法令改正について：基本的に令和８年３月時点での法令に対応しています。したがって、４月以降の法令改正
については、御注意下さい。
　また、本書に訂正箇所が生じた場合、弊社ホームページにて内容を掲載致します。お手数ですがそちらをご確
認下さい。⇒ http://www.kouronpub.com（または "公論出版 "で検索）

令和８年３月
編集部
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１．目的・用語・自動車の種別

１ 車両法の目的
［過去出題例］
１�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止そ
の他の環境の保全並びに（①）についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資する
ことにより、（②）を増進することを目的とする。［7.2］

２�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止そ
の他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の（　）の健全な発達に資すること
により、公共の福祉を増進することを目的とする。［7.1/6.2］

３�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止そ
の他の環境の保全並びに（　）についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資する
ことにより、公共の福祉を増進することを目的とする。［6.1］

４�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての（①）等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止
その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資する
ことにより、（②）を増進することを目的とする。［5.2/5.1］

５�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止そ
の他の（①）の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の（②）の健全な発達に資するこ
とにより、公共の福祉を増進することを目的とする。［4.2］

６�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止そ
の他の環境の保全並びに整備についての（　）を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することに
より、公共の福祉を増進することを目的とする。［4.1］

７�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに（①）及び公害の防止その他の
環境の保全並びに整備についての（②）を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、
公共の福祉を増進することを目的とする。［3.2］

８�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び（①）その他
の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することに
より、（②）を増進することを目的とする。［3.1］

［関係法令］
◆車両法◆第１条（この法律の目的）
１�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の
環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公
共の福祉を増進することを目的とする。
　▷「公証」行政上、特定の事実または法律関係の存在をおおやけに証明すること。
　▷「資する」助けとなる。役立つ。
　▷「公共の福祉」社会全体に共通する幸福・利益。
　▷毎回必ず出題！全文を覚える！

２ 用語の定義
［過去出題例］
１�．この法律で「（　）」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。［3.2］
２�．この法律で「（　）」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架
線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項に
規定する原動機付自転車以外のものをいう。［3.1］
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３�．この法律で「自動車」とは、原動機により（①）を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しく
は架線を用いないもの又はこれにより牽引して（①）を移動させることを目的として製作した用具であって、
次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。［7.1/5.1/5.2］

４�．この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を（　）用い方に
従い用いること（道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。）をいう。［6.2］

［関係法令］
◆車両法◆第２条（定義）
１．この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
２�．この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を
用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項に規定する原
動機付自転車以外のものをいう。
３�．この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令［施行規則第１条］で定める総排気量又は定格出力を有する原動機
により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して
陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
　▷�内燃機関を原動機とする側車付を除いた二輪は総排気量 0.125 ℓ以下、その他のものは 0.050 ℓ以下のものが原動
機付自転車。また、総排気量 0.050 ℓ以下（最高出力が 4.0kW以下の二輪は 0.125 ℓ以下）は第一種原動機付自転車、
その他のものが第二種原動機付自転車に分類される。

４�．この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若し
くは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、政令［施
行令第１条］で定めるものをいう。

　▷軽車両は、原動機を使用しない馬車、牛車及び馬そりなどが規定されている。
５�．この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従
い用いること（道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。）をいう。

３ 自動車の種別
［過去出題例］
１�．この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動
車の大きさ及び構造並びに（　）の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。［5.2］

２�．この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動
車の（　）及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。［4.1］

３�．この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動
車の大きさ及び（　）並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。

［7.1/6.1/4.2］

４�．この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動
車の（①）及び構造並びに（②）の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。［3.1］

５�．道路運送車両法第３条（自動車の種別）の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特
殊自動車の別は、別表第１に定めるところによる。［6.1］

　　（別表第１）抜粋

自動車
の種別

自動車の構造及び原動機
自動車の大きさ

長さ 幅 高さ

小型
自動車

四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当する
もののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの（内
燃機関を原動機とする自動車（軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみ
を燃料とする自動車を除く。）にあっては、その総排気量が（①）ℓ以下
のものに限る。）

4.70m
以下

（②）m
以下

2.00m
以下

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）及び三輪自動車で軽自動車、大
型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
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★編注：保安基準関連の出題について
１�．保安基準に関し、自動車の製作年月日により適用される規定が異なることや、適用除外（基準そのものが適用
されない）となる場合がある。
　例：�前照灯の灯光色について、平成 17 年 12 月 31 日以前の製作車は白色又は淡黄色であることとされるが、平

成 18 年１月１日以降の製作車については白色であること等。
２．従って、自動車の製作年月日により解答が異なる場合がある。
３�．過去出題時の自動車の製作年月日について、試問実施年月により次のように定めて出題されていた。

試問の別 実施年月 自動車の製作年月日 設定概要

令和７年度第１回 令和７年７月 令和４年７月１日 試問実施の３年前

令和７年度第２回 令和８年２月 令和５年２月１日 試問実施の３年前

令和６年度第１回 令和６年７月 令和３年７月１日 試問実施の３年前

令和６年度第２回 令和７年２月 令和４年２月１日 試問実施の３年前

令和５年度第１回 令和５年７月 令和２年７月１日 試問実施の３年前

令和５年度第２回 令和６年２月 令和３年２月１日 試問実施の３年前

令和４年度第１回 令和４年７月 令和元年７月１日 試問実施の３年前

令和４年度第２回 令和５年２月 令和２年２月１日 試問実施の３年前

令和３年度第１回 令和３年７月 設問中個別に設定 －

令和３年度第２回 令和４年２月 設問中個別に設定 －

４��．本書は、令和８年度に試問を受検される方を対象としている。そこで、過去出題例について、特に記載がない
場合、試問実施の３年前となる「令和５年７月１日」として解答・解説している。
　※「第４章　年度別試験問題」も同様とする。
※�第２回目を受検される方に対しては「令和６年２月１日」と設定すべきであろうが、解答が異なる出題がなかっ
たことから「令和５年７月１日」に統一した。

１．自動車の構造関係

１ 用語の定義
［過去出題例］
１�．「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載するとともに、
運転者１名が乗車し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした
状態をいう。この場合において乗車定員１人の重量は 55kg とする。［5.1/3.2］

２�．「けん引自動車」とは、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有
する自動車をいう。［6.1］

３�．「輪荷重」とは、自動車の１個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。［6.2］
［審査規程１－３　用語の定義・抜粋］

用　語 内　容

空車状態 道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的と
する用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。［以下略］
▷空車状態の自動車の重量を「車両重量」という。

牽引自動車 専ら被牽引自動車を牽引することを目的とすると否とにかかわらず、被牽引自動車を牽引する目的に適
合した構造及び装置を有する自動車をいう。

審査時
車両状態

空車状態の自動車に運転者１名が乗車した状態（被牽引自動車にあっては、空車状態に運転者１名が乗
車した牽引自動車と空車状態の被牽引自動車を連結した状態）であること。［以下略］
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積車状態 空車状態の道路運送車両に乗車定員の人員が乗車し、最大積載量の物品が積載された状態をいう。この
場合において乗車定員１人の重量は 55kg とし、座席定員の人員は定位置に、立席定員の人員は立席に均
等に乗車し、物品は物品積載装置に均等に積載したものとする。
▷積車状態の自動車の重量を「車両総重量」という。

輪荷重 自動車の１個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。

２ 不適切な補修等
［過去出題例］
１�．自動車検査証に「道路維持作業用自動車」の記載のない普通貨物自動車に黄色回転灯が取り付けられていた
が、配線のコネクタが取り外されており、作動しなかったため、保安基準適合と判断した。［6.1/5.1/3.1］

［審査規程４－４　不適切な補修等・要約］
〔保安基準に適合しないもの〕※自動車の製作年月日を問わず、この基準が適用される。

①装置又は部品の取付け

ア�．粘着テープ類（＊１）、ロープ類又は針金類による取付け

イ�．挟込み又は差込みによる取付け等、工具を用いずに容易に取外すことのできる方法による取付け

ウ．扉、窓ガラス等の開閉により脱落する又はそのおそれがある取付け

エ�．フェンダー等走行装置の回転部分附近の車体にベルト類、ホース類、粘着テープ類（＊２）、紙類、布類、段ボー
ル類、スポンジ類又は発泡スチロールが取付けられているもの

オ�．装備義務がある灯火器の配線、配線の周囲の保護部材等が、自動車の外側表面上に確認できるもの（＊３）

カ�．７－ 41（８－ 41）［運転者席］に規定する保護棒又は保護仕切であって、車体側に保護棒又は保護仕切を備えるた
めの受け口を設けずに内側から押し広げる力によって両側壁等を突っ張る仕組みのもの

②装置又は部品の取外し

ア�．緊急自動車の警光灯に形状が類似した灯火であって、当該灯火に係る電球、全ての配線及び灯火器本体が取外さ
れていないもの
　▷カバー類、粘着テープ類その他の材料により覆われているものを含む。

イ�．不点灯状態にある灯火であって、当該灯火に係る電球、光源及び全ての配線が取外されていないもの（速度表示
装置を除く）

ウ．タイヤの取外しにより、軸数を減ずるもの又は複輪を単輪にするもの

③装置又は部品の補修

ア．粘着テープ類（＊１）、ロープ類又は針金類による補修

イ�．灯光の色の基準に適合させるため、灯火器の表面に貼付したフィルム等がカラーマジック、スプレー等で着色さ
れているもの

ウ．空き缶、金属箔、金属テープ又は非金属材料を用いて排気管の開口方向が変更されているもの

エ�．排気管又は消音器に空き缶、軍手、布類、金だわし等の異物が詰められているもの

オ�．灯火器の照射方向の調整が、段ボール、木片等の異物の挟込み、差込み又は取付けによる方法その他工具を用い
ない方法で行われているもの

カ．後写鏡に内蔵された灯火が、粘着テープ類その他の材料により覆われているもの

キ�．前照灯の光度や照射光線の向きの基準に適合させるため、レンズ面に油類を塗布しているもの又は粘着テープ類
を貼付しているもの

④車体又は装置への表示　▷最大積載量の表示など

ア�．貼り付けられた紙又は粘着テープ類に記入されているもの
　▷表示を目的として製作されたステッカーを除く。

イ．表示された内容が容易に消えるもの
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